
船舶事故調査報告書 

令和６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 漁具損傷 

発生日時 令和６年５月２２日 ２２時２３分ごろ 

発生場所 愛媛県上島
かみじま

町高井
た か い

神
かみ

島北東方沖 

 高井神島灯台から真方位０５４°４.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１４.２′ 東経１３３°２０.３′） 

事故の概要  貨物船JANGHO
ジ ャ ンホ ー

 WIN
ウィン

は、西南西進中、また、漁船秀
しゅう

福
ふく

丸は、えい
．．

網

しながら東進中、JANGHO WIN と秀福丸の漁具とが接触して秀福丸の漁

具が損傷した。 

事故調査の経過 令和６年６月１３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 JANGHO WIN（大韓民国籍）、７９６トン 

   ９１０３６２３（ＩＭＯ番号）、JANGHO SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 漁船 秀福丸、４.８トン 

   ＥＨ３－４５３８３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、一級航海士免状（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁具に損壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人（大韓民国籍３人、インドネシア共和国籍

１人、ミャンマー連邦共和国籍５人）が乗り組み、法定灯火を表示

し、兵庫県相生
あいおい

市相生港を出港し、広島県呉
くれ

市呉港に向かった。 

Ａ船は、備後灘を推薦航路に沿って約８.２ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で西南西進中、Ｂ船の漁具と接触して漁具

が損傷した。（図１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 接触状況図（イメージ） 

 

船長Ａは、Ａ船を停船させた後、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本

事故発生の通報を行った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁の目的で、漁ろうに

従事している船舶の灯火を表示し、３Ｍレンジに設定したレーダー及

びＧＰＳプロッターを作動させ、船長Ｂが操縦席に腰を掛け、船尾部

から約１５０ｍのえい
．．

網用のワイヤを繰り出し、上島町豊
て

島北東方沖

を出発した。 

Ｂ船は、備後灘航路第４号灯浮標の北東方沖に向けて約２kn の速力

で、自動操舵によりえい
．．

網しながら東進していた。 

船長Ｂは、レーダーで左舷船首方２～３Ｍ付近にＡ船を探知し、そ

の後、目視によりＡ船の動静を監視しながらえい
．．

網を続け、Ａ船の前

路を約５００ｍ離して通過した後、Ａ船とは無難に通過したので、Ｂ

船の漁具がＡ船と接触することはないと思い、操縦席に腰を掛けたま

ま前方を見ていた。 

Ｂ船は、同じ針路及び速力でえい
．．

網を続けていたところ、漁具とＡ

Ａ船 
Ｂ船 

豊島 

高井神島灯台 

備後灘航路第４号灯浮標 

備後灘航路第５号灯浮標 

備後灘航路第３号灯浮標 

事故発生場所 

（令和６年５月２２日 

 ２２時２３分ごろ発生） 



船の船首部船底とが接触して漁具が損傷した。 

船長Ｂは、Ａ船にＢ船の漁具が引きずられた衝撃で首を捻
ひね

った。 

Ｂ船は、Ａ船に引きずられていたので、船長Ｂがえい
．．

網用のワイヤ

をローラーから外そうと思い、後部甲板に移動したが、同ワイヤが自

然に外れた。 

船長Ｂは、Ａ船が停船したので、Ｂ船をＡ船に寄せた後、Ａ船に移

乗し、けがの有無等の確認を相互に行った。 

Ｂ船は、海上保安庁の巡視艇により愛媛県今治
いまばり

港の近くまでえい
．．

航

された後、自力で航行して同港に入航した。 

船長Ｂは、２４日、首に違和感が生じたので、今治市内の病院を受

診し、頸椎捻挫及び左肋間筋損傷と診断された。 

船長Ｂは、底引き網漁の経験が約４０年あり、ふだん推薦航路に

沿って航行する船舶がえい
．．

網中のＢ船を避けてくれていたので、本事

故時もＡ船がＢ船及び漁具を避けて航行していくと思っていた。 

船長Ｂは、Ｂ船の漁具と他船とが接触しそうになった場合、えい
．．

網

用のワイヤをローラーから外すしか方法がないと思っていた。 

Ｂ船は、汽笛を備えていたものの、船長Ｂが汽笛の音が小さいので

Ａ船に聞こえないと思い、汽笛を鳴らさなかった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 Ａ船は、備後灘を推薦航路に沿って約８.２knの速力で西南西進

中、大きく避航動作をとらなかったことから、Ｂ船の船尾側から曳
ひ

い

ていた漁具と接触したものと考えられるが、船長Ａから十分な情報が

得られなかったことから、船長Ａの見張り及び操船状況を明らかにす

ることができなかった。 

Ｂ船は、備後灘を約２knの速力でえい
．．

網しながら東進中、船長Ｂ

が、避航動作をとらなかったことから、船尾側から曳いていた漁具と

Ａ船とが衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、ふだん、推薦航路に沿って航行する船舶がえい
．．

網中のＢ

船を避けてくれていたことから、本事故時もＡ船がＢ船及び漁具を避

けて航行していくと思い、避航動作をとらなかったものと考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、備後灘において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船がえい
．．

網しながら東進中、Ａ船が、大きく避航動作をとらず、また、Ｂ船が

避航動作をとらなかったため、両船が至近ですれ違い、Ａ船とＢ船の

船尾側から曳かれていた漁具とが接触したことにより発生した可能性

があると考えられる。 

船長Ｂが避航動作をとらなかったのは、ふだん、推薦航路に沿って

航行する船舶がえい
．．

網中のＢ船を避けてくれており、本事故時もＡ船

がＢ船及び漁具を避けて航行していくと思っていたことによるものと

考えられる。 



再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・互いに他の船舶の視野の内にある場合、航行中の動力船は、漁ろ

うに従事している船舶の進路を避けること。 

 ・推薦航路等の航路筋を横切る場合は、見張りを厳重にすること。 

 ・長い網を曳いている漁船は、他船を避航するに当たっては、十分

な距離をとること。 

 


